
9 広報なかがわ　平成19年１月10日

所得税・住民税の　申告はお早めに！
■申告期間：２月16日～３月15日　　（土・日曜日は閉庁日です）

平成１８年分所得税・住民税申告納税相談受付日程表

【受付時間】午前の部 ： 午前９時 ～ 午前11時30分
　　　　　　午後の部 ： 午後１時 ～ 午後４時
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平
成
19
年
申
告
納
税
相
談
を
実
施
し
ま
す
の
で
期
間
内
に
申
告
さ
れ
る

よ
う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
申
告
が
必
要
な
方

【
平
成
19
年
１
月
１
日
現
在
、
那
珂
川
町
に
住
所
が
あ
り
次
に
該
当
す
る
方
】

①
平
成
18
年
中
に
「
営
業
・
農
業
・
配
当
・
不
動
産
・
譲
渡
」
等
の
収
入

　

が
あ
っ
た
方

②
給
与
所
得
者
で
平
成
18
年
中
に
「
農
業
・
不
動
産
・
配
当
」
等
給
与
以

　

外
の
収
入
が
あ
っ
た
方

③
２
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
た
方

④
平
成
18
年
中
に
退
職
し
、
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な
い
方

⑤
日
雇
労
務
、
パ
ー
ト
及
び
内
職
等
の
収
入
が
あ
っ
た
方

⑥
収
入
が
全
く
無
い
方
で
も
、
所
得
証
明
が
必
要
と
な
る
方
、
国
民
年
金

　

の
免
除
申
請
を
す
る
方
、
ま
た
現
在
国
民
健
康
保
険
加
入
の
方

⑦
非
課
税
所
得
（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
等
）
の
み
の
収
入
の
方

◆
申
告
の
必
要
が
無
い
方

◎
給
与
だ
け
の
収
入
で
、
そ
の
他
に
収
入
が
無
く
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
方

★
申
告
の
際
持
参
す
る
も
の

◎
印
鑑
・
預
金
通
帳
等
（
所
得
税
の
口
座
振
替
納
付
ま
た
は
還
付
に
な
る

　

場
合
は
本
人
の
も
の
に
限
り
ま
す
）

〔
収
入
関
係
〕

①
源
泉
徴
収
票
（
給
与
・
年
金
・
報
酬
・
賃
金
等
）

②
営
業
・
不
動
産
収
入
の
あ
る
方
は
、
収
支
内
訳
書
、
収
入
支
出
明
細
の

　

わ
か
る
も
の

③
農
業
収
入
の
あ
る
方
は
、
収
支
内
訳
書
、
収
入
支
出
明
細
の
わ
か
る
も

　

の
、
肉
用
牛
売
却
証
明
書

④
土
地
等
の
売
渡
し
の
あ
る
方
（
公
共
用
地
関
係
）
は
、
買
取
証
明
書
等

　

の
売
渡
し
金
額
の
わ
か
る
も
の

⑤
配
当
、
一
時
所
得
等
の
収
入
が
あ
る
方
は
、
収
入
支
出
明
細
の
わ
か
る
も
の

⑥
補
て
ん
金
等
の
支
払
い
を
受
け
た
方
は
、
そ
の
支
払
い
明
細
書
等
（
線

　

下
補
償
、
休
耕
補
償
、
土
地
借
上
げ
等
）

〔
控
除
関
係
〕

①
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
方

　

は
、
配
偶
者
の
所
得
の
わ
か
る

　

書
類

②
医
療
費
控
除
、
生
命
保
険
料
控

　

除
及
び
損
害
保
険
料
控
除
を
受

　

け
る
方
は
、
領
収
書
ま
た
は
証

　

明
書
（
医
療
費
に
つ
い
て
、
生

　

命
保
険
や
社
会
保
険
か
ら
の
補

　

て
ん
金
が
あ
る
方
は
戻
り
金
額

　

が
わ
か
る
明
細
書
等
）

③
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
方

　

は
、
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護

　

保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
等

　

領
収
書
（
国
民
年
金
保
険
料
を

　

支
払
っ
て
い
る
方
は
、
社
会
保

　

険
事
務
所
発
行
の
社
会
保
険
料

　

控
除
証
明
書
）

④
障
害
者
に
該
当
し
て
い
て
障
害

　

者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
障
害

　

者
手
帳

⑤
雇
人
費
の
あ
る
方
は
、
支
払
い

　

を
証
明
す
る
領
収
書
等
ま
た
は

　

個
人
別
支
払
い
金
額
の
わ
か
る

　

も
の

⑥
地
代
・
家
賃
等
の
所
得
が
あ
る

　

方
は
、
固
定
資
産
税
土
地
家
屋

　

明
細
書

⑦
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
方
は
、

　

寄
付
先
か
ら
の
受
領
書

そ　

の　

他

　

町
県
民
税
申
告
書
及
び
収
支
内

訳
書
（
一
般
・
農
業
・
不
動
産
）

の
事
前
配
布
は
行
い
ま
せ
ん
。
資

料
が
必
要
な
方
は
、
税
務
課
窓
口

ま
た
は
小
川
支
所
住
民
生
活
課
窓

口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

 

税
理
士
に
よ
る

　

 

還
付
申
告
無
料
相
談

　

次
の
方
の
う
ち
、
少
額
な
還

付
申
告
相
談
及
び
申
告
書
の
作

成
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

　

最
寄
り
の
税
理
士
事
務
所
へ

事
前
に
電
話
連
絡
の
う
え
、
お

出
か
け
く
だ
さ
い
。

○
日
時　

２
月
７
日
（
水
）

○
事
前
連
絡
の
受
付
時
間

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

○
対
象
者

　

①
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　

②
給
与
所
得
者
で
医
療
費
控

　
　

除
を
受
け
よ
う
と
し
て
い

　
　

る
方

　

③
年
の
途
中
で
退
職
ま
た
は

　
　

就
職
さ
れ
た
方
な
ど

○
問
い
合
わ
せ

関
東
信
越
税
理
士
会
氏
家
支
部

☎
０
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